
関
税
法
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率
施
行
規
則
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一
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を
改
正
す
る
省
令

参
照
条
文
目
次

○

関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
（
抄
）

１

○

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
（
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る

政
令
（
令
和
五
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
後
）
（
抄
）

１
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◎

関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
（
抄
）

（
無
条
件
免
税
）

第
十
四
条

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
関
税
を
免
除
す
る
。

一
～
六
の
二
（
省
略
）

七

本
邦
に
住
所
を
移
転
す
る
た
め
以
外
の
目
的
で
本
邦
に
入
国
す
る
者
が
そ
の
入
国
の
際
に
携
帯
し
て
輸
入
し
、
又
は
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
別

送
し
て
輸
入
す
る
物
品
の
う
ち
そ
の
個
人
的
な
使
用
に
供
す
る
も
の
及
び
職
業
上
必
要
な
器
具
（
自
動
車
、
船
舶
、
航
空
機
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も

の
を
除
く
。
）

八
～
十
八

（
省

略
）

◎

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
（
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る

政
令
（
（
令
和
五
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
後
）
（
抄
）

（
無
条
件
免
税
を
し
な
い
携
帯
品
）

第
十
三
条
の
六

法
第
十
四
条
第
七
号
（
無
条
件
免
税
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
の
各
号
に
掲
げ
る
輸
入
す
る
物
品
の
区
分
に

応
じ
、
同
表
の
下
欄
の
当
該
各
号
に
掲
げ
る
物
品
と
す
る
。

輸
入
す
る
物
品

無
条
件
免
税
を
し
な
い
物
品

一

（
省

略
）

（
省

略
）

二

法
の
別
表
第
二
二
・
○
三
項
か
ら
第
二
二
・
○
八
項
ま
で
、
第
二
四
・

輸
入
す
る
者
ご
と
に
輸
入
す
る
物
品
の
数
量
が
当
該
物
品
ご
と
に
財
務
省
令

○
一
項
か
ら
第
二
四
・
○
三
項
ま
で
、
第
二
四
○
四
・
一
一
号
及
び
第
二
四

で
定
め
る
数
量
以
下
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
輸
入
す
る
物
品
以
外
の
も

○
四
・
一
九
号
に
掲
げ
る
物
品
（
同
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、

の

充
塡
グ
リ
セ
リ
ン
等
に
限
る
。
）
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
物
品

三

（
省

略
）

（
省

略
）


